
公表希望のお問合せ：長野県指定情報公表センター（長野県社会福祉協議会）
（ Tel 026-226-2000、E-mail kaigo@nsyakyo.or.jp）

②重要事項等（「書面掲示」規制の見直し）（「事業所の特色」欄）
事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」（又は電子機器に

よる電磁的記録を閲覧できる状態）が求められていますが、今後は、同様の情報をインターネット上でも閲覧でき

るよう、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムに掲載し公表することとなりました。

（令和７年度から義務付け）

長野県指定情報公表センター

長野県健康福祉部介護支援課サービス係

【重要事項の公表方法（情報報告システムログイン後）】

「手順３事業所の特色」欄に、Excel、

Word、PDFの媒体にてアップロードす

ることが可能です。

介護サービス情報公表システム

令和６年度介護報酬改定に伴い公表事項となった主な内容

①財務状況が分かる書類（「運営情報」欄）
令和６年度から、事業所等の財務状況が分かる書類（財務諸表又は計算書類等）の公表が必要となりました。

※この他、令和６年度から義務化されたＢＣＰ等も公表事項となっています。

重要事項等は、法人のホームページ等での公表も可能とされていますが、更新されていない場合もありますので、

内容を見直していただくなど、積極的な事業所の情報発信をお願いします。

また、公表対象となる事業所は、公表の依頼通知が届きましたら、期限内の報告にご協力ください。

なお、公表対象外（１年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下）の事業所において

も、基本情報の更新や運営情報の公表も可能ですので、お気軽にお問合せください。
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